
　　土地や家屋と同様、事業用の資産にも償却資産として固定資産税が課税されます。償却資産には、例えば

　次のようなものがあります。

　南風原町内で事業を営み、事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は南風原町内に事業用と

して貸付けている資産をお持ちの方は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日現在所有している資産

を申告していただくことになっています。

　詳しい内容や申告書様式などは南風原町のホームページより確認、ダウンロードできます。

　ＱＲコードを読み込んでいただくと、償却資産のページに繋がりますのでご確認ください。

　　ホームページ　https://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2023122000022/

償却資産の申告について

お問い合わせ先：南風原町役場　税務課　資産税班　０９８ｰ８８９ｰ４４１３


